
 資料２  

子どもの権利に係る広報活動についての検討について 

 

 権利の侵害を受け、つらい立場にある子どもの相談に応じ、侵害された権利を回復す

るための支援活動を行うには、まず、子どもや保護者など、多くの方々に子どもの権利

について広く知ってもらう必要があります。 

 このことから、実際の相談・救済とともに、広報活動は重要といえます。 

 今まで、パンフレット、カードの配布などの活動を行ってきましたが、子どもの権利

条例の認知度は十分とはいえません。 

 今後の広報活動について、新たなツール作成など検討が必要となっています。 

 

北広島市の広報・啓発物品 

 周知用パンフレット（大人用） 

 周知用パンフレット（小学1年～3年用） 

 周知用パンフレット（小学4年以上） 

 子どもの参加ガイド 

 ポスター 

子どもの権利相談カード 

 紙芝居 

 広報紙 

  

他自治体の啓発物品 

 P2以降に一例を掲載 
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Ⅳ 広報・啓発活動 

 子どもの権利侵害からの救済の実効性を確保するためには、まず、子どもや保護者、そして子どもが育ち

学ぶ施設の職員など、多くの方々に子どもアシストセンターの存在を広く知ってもらう必要があります。 

 そのうえで初めてＳＯＳの声が子どもアシストセンターに寄せられるようになってきます。 

  このことから、実際の相談・救済活動とともに、広報活動は極めて重要と考えており、さまざまな方法に

より、子どもアシストセンターの普及・啓発に努めています。 

 

１ 広報・啓発活動 

 （1） 子どもアシストセンターの広報物 

   

 

 

 

 

 

 

 

◎ 新たに行った広報活動 

① 市内の児童会館に相談カードを設置    ②各区役所１階の交付呼び出しモニター（7/1～7/31）、 

（各 200 枚、カードホルダー付き）      駅前通地下歩行空間（6/13～6/19）でＣＭ放映 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談カード（名刺の大きさ） 
【配布時期】５月・８月 

【対象】 

  全小学生（５月） 

  全中学生・全高校生（８月） 

リーフレット 
【配布時期】５月 

【対象】小４、中１、

高校 

子ども向けチラシ 
【配布時期】５月 

【対象】小１     

保護者向けチラシ 
【配布時期】随時 

【対象】主に大人 

※あしすと出前講座

の出席者等に配布 

   

 

保護者向け広報紙 
【配布時期】 ７・11 月 

【対象】全小中学生の保護者   

    高校、公共施設等 
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  札幌市
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2 配布物 

◆周知用カード 

          
 

◆周知用ポスター 
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◆周知用リーフレット 
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◆啓発グッズ 

①小学３年生 クリアファイル 

 

 

 

②小学６年生、中学３年生 蛍光、ボールペン 
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（３）相談以外の機能 

条例に定められた子ども支援委員会の事務局機能を担うほか、県下で子どもに関する相

談、支援を行っている自治体や民間団体の連携が図られるよう研修会、連絡会を開催してい

ます。 

 

（４）広報活動 

平成 27 年４月に、相談の電話番号やメールアドレス等を記載した名刺大のカードと子ど

も支援センター及び子ども支援委員会の機能について説明したチラシを、県内の小学校４

年生から高校３年生までの全員に学校を通じて配付（約 188,800 部）しました。 

  同時に市町村、児童相談所等の県関係機関、県下の子どもに関してのＮＰＯ等相談窓口に

もカードとチラシを送付しました。 

平成 27 年９月には、県下の児童館、図書館等にカードとチラシを送付し、配架の依頼を

しました（約 2,200 部）。 

さらに 12 月には、名刺大カードを改訂した「紙定規」を、県内の小学校４年生から高校

３年生まで全員に学校を通じて配付しました（約 188,800 部）。 

  また、平成 27 年 5月には、ＦＭ長野の番組で、職員が子ども支援センターの紹介をしま

した。 

 

 

   

 

 

 

 

〈表〉 〈裏〉 

〈表〉 

〈裏〉 

４月配付のカード 

12 月配付の定規型カード 
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〈表〉 

４月～ 配付チラシ 
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〈裏〉 
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３ 広報活動 

  

志免町子どもの権利相談室（スキッズ）のことを、もっとたくさんの人に知ってもらうため、カード

やチラシの配布を行っています。全児童生徒にスキッズ便りと一緒にカードを配ったり、中学生ア

ンケートにチラシを付けて配ったりしています。町内の図書館など、子どもが行きそうな場所にも

置かせていただきました。 

今年度行われた色々なイベントや啓発活動で、パンフレットやカードなどを配布しました（４.そ

の他の活動を参照）。 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベントなどでの配布】 

 

 

 

 

 

 

左から 

・条例リーフレット 

・クリアファイル 

左から 

・スキッズ Q&A 

 ・チラシ（低学年用） 

・チラシ（中学生用） 

中央下 

 ・カード 
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